
1     （総務課） 

件  名 

埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則について 

 

提案理由  

 「個人情報の保護に関する法律」の一部改正及び「個人情報の保護に関する法

律施行条例」の施行に伴い、「埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関

する規則」を別紙のとおり制定したいので、審議願います。 

 

概  要  

１ 趣旨 

「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律施行条

例」の規定に基づき、埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護に関し必要

な事項を定めるもの 

２ 内容 

⑴ 「個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定に基づいた個人情報ファ

イルに関する事項 

第４０号議案 
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⑵ 個人情報の開示の実施方法その他規定の整備 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 



埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の概要

民間事業者、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体で団体ごとに法律や条例で規定していた。

⑴個人情報の保護に関する法律：民間事業者の個人情報の取扱いについて規定（所管：個人情報保護委員会）
⑵行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律：国の行政機関の個人情報の取扱いについて規定（所管：総務省）
⑶独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律：独立行政法人等の個人情報の取扱いについて規定（所管：総務省）
⑷埼玉県個人情報保護条例：埼玉県の個人情報の取扱いについて規定（所管：埼玉県）

●⑴個人情報の保護に関する法律、⑵行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、⑶独立行政法人等の保有する個人情報
の保護に関する法律の３本の法律を１本の法律に統合
●地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、個人情報保護委員会が一元
的に監視監督（指導、助言、勧告等）

※ 個人情報保護委員会とは、内閣府の外局であり、専門的知見を有する独立行政委員会

２．従来の個人情報の扱い

３．デジタル改革関連法が成立（令和３年５月）

⇒団体ごとに規定や運用に相違があり、社会のデジタル化が進む中、どのように個人情報を保護するかが課題

個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人の権利利益を保護することを
目的とする法律

※ 個人情報とは、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの

１．個人情報の保護に関する法律とは
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埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の概要

令和５年４月１日

６．規則の主な内容

５．本県の対応

埼玉県においても、従来の条例を廃止し、個人情報の保護に関する法律施行条例を制定（公布日：令和４年１２月２３日）
埼玉県教育委員会も、従来の条例に基づいた規則を廃止し、新しい条例に基づく規則を新たに制定する必要がある。

法律や条例から委任を受けて、事務処理について、定める。

・開示決定の際に通知すべき事項（開示の実施に必要な費用について通知する。）
・開示の実施の方法（開示は文書又は図画の閲覧、複写、電磁的記録媒体での交付等で行う。）
・開示実施時の本人確認（運転免許証等で本人確認を行う。）
・個人情報ファイルに関する手続きや具体的な記載事項

７．施行期日

⑴毎年度、法律の施行状況（開示の件数等）を個人情報保護委員会に報告する必要がある。
⑵個人情報の漏えい等が生じた場合に、個人情報保護委員会に報告する必要がある。
（個人情報保護委員会は実地調査を行うことができる。）

４．主な変更点

※ 個人情報ファイルとは、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に
構成したもの
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埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
埼
玉
県
教
育

委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 

二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 

三 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び
そ
の
内

容 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
は
、
千
人
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
す
る
。 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、

給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含

む
。
） 

 
 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 

 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶

養
者
又
は
遺
族 

 

二 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 
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（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
七
条 

教
育
委
員
会
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開

示
請
求
書
を
教
育
委
員
会
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情

報
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示

の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
九
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
教
育
委
員
会
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図

画
の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 

 

二 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用
紙

に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真
フ
ィ

6



ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

 
三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 
四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
が

適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
十
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限

る
。
）
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
教

育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
教
育
委
員
会
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
一
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に

つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」

と
、
第
七
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
長
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等
と
し
て
の
事
務
の
う
ち
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
保
有
し

て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務

（
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
を
委
任
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
等
に
係
る
書
面
の
提
出
先
） 

第
十
三
条 
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
の
提
出
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
一
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

様
式
第
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

様
式
第
三
号
の
保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
四
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の

決
定
通
知
書 

 

五 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
五
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
延
長

通
知
書 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

様
式
第
六
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通

知
書 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

様
式
第
七
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開

示
請
求
に
係
る
事
案
移
送
書 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

様
式
第
八
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係

る
事
案
移
送
通
知
書 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

様
式
第
九
号
の
保
有
個
人
情

報
の
開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
照
会
書 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
に
関
す

る
意
見
照
会
書 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

様
式
第
十
一
号
の
保
有
個
人
情
報
の

開
示
決
定
等
に
関
す
る
意
見
書 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 

様
式
第
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
に
係
る
通
知
書 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

様
式
第
十
三
号
の
保
有
個

人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書 
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十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書 

 
十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書 

 
十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い

旨
の
決
定
通
知
書 

 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
十
七
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間

延
長
通
知
書 

 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 

様
式
第
十
八
号
の
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
間
特
例
延

長
通
知
書 

 

十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

様
式
第
十
九
号
の
保
有
個
人
情
報

の
訂
正
請
求
に
係
る
事
案
移
送
書 

 

二
十 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

様
式
第
二
十
号
の
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
請
求

に
係
る
事
案
移
送
通
知
書 

 

二
十
一 

法
第
九
十
七
条
の
書
面 

様
式
第
二
十
一
号
の
提
供
を
し
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の

訂
正
決
定
通
知
書 

 

二
十
二 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
二
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請

求
書 

 

二
十
三 

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
三
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定

通
知
書 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
四
号
の
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を

し
な
い
旨
の
決
定
通
知
書 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

様
式
第
二
十
五
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定

等
期
間
延
長
通
知
書 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 

様
式
第
二
十
六
号
の
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
間

特
例
延
長
通
知
書 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

様
式
第
二
十
七
号
の
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
諮
問
通
知
書 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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様
式

第
１

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

（
宛

先
）

 

 
 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

住
所

又
は

居
所

 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

（
 

 
 

）
 

 
 

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

保
有

個

人
情

報
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

（
具

体
的

に
記

載
し

て

く
だ

さ
い

。
）

 

 

 
（

注
）

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
、

次
の

欄
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

代
理

人
の

種
別

 
☐
法

定
代

理
人

 

☐
任

意
代

理
人

 

本
人

の

状
況

等
 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

本
人

の
氏

名
 

  

本
人

の
生

年
月

日
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 

本
人

の
住

所
又

は

居
所

及
び

連
絡

先
 

 電
話

 
 

 
（

 
 

 
）

 

本
人

の
状

況
 

☐
未

成
年

者
 

☐
成

年
被

後
見

人
 

☐
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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（

注
）

次
の

欄
の

記
載

は
任

意
で

す
。

 

求
め

る
開

示
の

実
施

の
方

法
 

開
示

の
実

施
の

方
法

に
希

望
す

る
も

の
が

あ
れ

ば
、

□
内

に
レ

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

１
 

文
書

又
は

図
画

の
場

合
 

□
閲

覧
 

□
写

し
（

複
写

機
に

よ
り

用
紙

に
複

写
し

た
も

の
）

の
交

付
 

 
（

□
送

付
を

希
望

）
 

□
写

し
（

ス
キ

ャ
ナ

に
よ

り
読

み
取

っ
て

で
き

た
電

磁
的

記
録

を
電

磁
的

記
録

媒
体

に
複

写
し

た
も

の
）

の
交

付
 

 
（

□
送

付
を

希
望

）
 

２
 

電
磁

的
記

録
の

場
合

 

□
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
閲

覧
 

□
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
交

付
（

□
送

付
を

希
望

）
 

□
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
閲

覧
、

聴
取

又
は

視
聴

 

□
電

磁
的

記
録

媒
体

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

 

 
（

□
送

付
を

希
望

）
 

開
示

の
実

施
の

希
望

日
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
（

注
）

次
の

欄
は

実
施

機
関

が
記

入
し

ま
す

の
で

、
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
 

☐
運

転
免

許
証

 
☐

健
康

保
険

被
保

険
者

証
 

 

☐
個

人
番

号
カ

ー
ド

 
☐

在
留

カ
ー

ド
 
☐

特
別

永
住

者
証

明
書

 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

の
請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
戸

籍
謄

本
 
☐

登
記

事
項

証
明

書
 

 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

の
請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
委

任
状

（
次

の
書

類
の

添
付

を
求

め
る

こ
と

。
）

 

 
□

委
任

状
に

押
印

さ
れ

た
委

任
者

の
実

印
の

印
鑑

登
録

証
明

書
 

 
□

本
人

の
運

転
免

許
証

の
写

し
 

 
□

本
人

の
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
写

し
 

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 
（

注
）

代
理

人
に

よ
る

請
求

の
場

合
、

別
途

本
人

に
確

認
を

行
う

場
合

が
あ

り
ま

す
。
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様
式

第
２

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
開

示
す

る
こ

と
と

決
定

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

 
 

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

の

利
用

目
的

 

 

開
示

を
実

施
す

る
こ

と
が

で

き
る

日
時

（
次

の
い

ず
れ

か

１
日

）
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

開
示

の
場

所
 

 

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
開

示

の
実

施
の

方
法

 

 

開
示

の
実

施
に

必
要

な
事

項
 

 

写
し

の
送

付
を

希
望

す
る

場

合
の

準
備

日
数

及
び

送
付

に

要
す

る
費

用
 

（
準

備
日

数
）

 
 

 
 

日
 

（
費

用
）

 
 

 
 

 
 

円
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 
（

注
）

１
 

開
示

を
受

け
る

際
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
 

 
 

 
 

 
人

で
あ

る
こ

と
（

法
定

代
理

人
が

開
示

を
受

け
る

場
合

に
は

法
定

代
理

人
本

人
で

あ
 

 
 

 
 

 
る

こ
と

及
び

法
定

代
理

人
で

あ
る

こ
と

の
資

格
、

任
意

代
理

人
が

開
示

を
受

け
る

場
 

 
 

 
 

 
合

に
は

任
意

代
理

人
本

人
で

あ
る

こ
と

及
び

任
意

代
理

人
で

あ
る

こ
と

の
資

格
）

を
 

 
 

 
 

 
証

明
す

る
書

類
を

担
当

者
に

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
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２
 

開
示

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
日

時
は

、
「

開
示

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る

日
時

」
の

欄
に

記
載

さ
れ

た
日

時
の

う
ち

希
望

の
日

時
を

選
択

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

希
望

の
日

時
は

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
に

よ
り

申
し

出
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

３
 

開
示

の
実

施
の

方
法

は
、

「
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

開
示

の
実

施
の

方
法

」
の

欄

に
記

載
さ

れ
て

い
る

方
法

か
ら

選
択

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

に
よ

り
申

し
出

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

４
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

に
よ

る
申

出
は

、
こ

の
通

知
が

あ

っ
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
３

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

部
分

開
示

決
定

通
知

書
 

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
そ

の
一

部
を

開
示

す
る

こ
と

と
決

定
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

 
 

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

の

利
用

目
的

 

 

開
示

し
な

い
情

報
及

び
そ

の

理
由

 

 

開
示

を
実

施
す

る
こ

と
が

で

き
る

日
時

（
次

の
い

ず
れ

か

１
日

）
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

開
示

の
場

所
 

 

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
開

示

の
実

施
の

方
法

 

 

開
示

の
実

施
に

必
要

な
事

項
 

 

写
し

の
送

付
を

希
望

す
る

場

合
の

準
備

日
数

及
び

送
付

に

要
す

る
費

用
 

（
準

備
日

数
）

 
 

 
 

日
 

（
費

用
）

 
 

 
 

 
 

円
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 
（

注
）

１
 

開
示

を
受

け
る

際
は

、
こ

の
通

知
書

及
び

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
 

 
 

 
 

 
人

で
あ

る
こ

と
（

法
定

代
理

人
が

開
示

を
受

け
る

場
合

に
は

法
定

代
理

人
本

人
で

あ
 

 
 

 
 

 
る

こ
と

及
び

法
定

代
理

人
で

あ
る

こ
と

の
資

格
、

任
意

代
理

人
が

開
示

を
受

け
る

場
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合

に
は

任
意

代
理

人
本

人
で

あ
る

こ
と

及
び

任
意

代
理

人
で

あ
る

こ
と

の
資

格
）

を
 

 
 

 
 

 
証

明
す

る
書

類
を

担
当

者
に

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
時

は
、

「
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
時

」
の

欄
に

記
載

さ
れ

た
日

時
の

う
ち

希
望

の
日

時
を

選
択

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

希
望

の
日

時
は

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
に

よ
り

申
し

出
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
開

示
の

実
施

の
方

法
は

、
「

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
開

示
の

実
施

の
方

法
」

の
欄

に
記

載
さ

れ
て

い
る

方
法

か
ら

選
択

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

に
よ

り
申

し
出

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
４

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
に

よ
る

申
出

は
、

こ
の

通
知

が
あ

っ
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
４

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
開

示
し

な
い

こ
と

と
決

定
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

し
な

い
理

由
 

   

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

 

 
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

 

 
か

ら
起

算
し

て
６

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
を

被
告

と
し

て
提

起
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。
 

 
こ

の
場

合
、

当
該

訴
訟

に
お

い
て

埼
玉

県
を

代
表

す
る

者
は

、
埼

玉
県

教
育

委
員

会
で

す
。
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た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

17



 
 

様
式

第
５

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
期

間
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
開

示
決

定
等

の
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

延
長

前
の

期
間

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

か
ら

 

（
 

 
 

日
間

）
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

か
ら

 

（
 

 
 

日
間

）
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
ま

で
 

延
長

す
る

理
由

 
   

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

18



 
 

様
式

第
６

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
期

間
特

例
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

４
条

の
規

定
に

よ
り

、
開

示
請

求
が

あ
っ

た
日

か
ら

４
５

日
以

内
に

当
該

保
有

個
人

情
報

の
相

当
の

部
分

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
い

、
残

り
の

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
相

当
期

間
内

に
開

示
決

定
等

を
行

い
ま

す
の

で
、

次
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
 

な
お

、
当

該
保

有
個

人
情

報
の

相
当

の
部

分
に

つ
い

て
の

開
示

決
定

等
及

び
残

り
の

保
有

個

人
情

報
に

つ
い

て
の

開
示

決
定

等
を

行
っ

た
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

第
８

４
条

の
規

定
（

開

示
決

定
等

の
期

限
の

特
例

）

を
適

用
す

る
理

由
 

 

当
該

保
有

個
人

情
報

の
相

当

の
部

分
に

つ
い

て
開

示
決

定

等
を

行
う

期
限

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

残
り

の
保

有
個

人
情

報
に

つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
う

期

限
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
７

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

移
送

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
５

条
第

１
項

前
段

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
移

送
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

請
求

者
氏

名
等

 
氏

名
：

 

住
所

又
は

居
所

：
 

連
絡

先
：

 

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

に
よ

る
開

示
請

求
の

場

合
 本

人
の

状
況

 
☐

未
成

年
者

 

☐
成

年
被

後
見

人
 

☐
任

意
代

理
人

委
任

者
 

本
人

の
氏

名
：

 

本
人

の
住

所
又
は

居
所

：
 

本
人

の
生

年
月

日
：

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 

添
付

資
料

 
・

開
示

請
求

書
 

・
移

送
前

に
行

っ
た

行
為

の
概

要
記

録
 

・
 

・
 

備
考
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様
式

第
８

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

移
送

通
知

書
 第

 
 

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
５

条
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
移

送
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

 

（
連

絡
先

）
 

担
当

課
所

名
：

 

担
当

名
：

 

所
在

地
：

 

電
話

番
号
：

 

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
９

号
（

第
１

４
条

関
係

）
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
等

に
関

す
る

意
見

照
会

書
 第

 
 

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
請

求
が

あ

っ
た

の
で

、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
う

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

当
該

保
有

個
人

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

つ
き

御
意

見
が

あ
る

と
き

は
、

「
保

有
個

人
情

報

の
開

示
決

定
等

に
関

す
る

意
見

書
」

に
よ

り
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
と

き
は

、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し

て
取

り
扱

い
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

に
含

ま
れ

て
い

る
 

 
 

 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の

内
容

 

 

意
見

書
の

提
出

先
（

担
当

課

所
）

 

 電
話

番
号

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日
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様
式

第
１

０
号

（
第

１
４

条
関

係
）

（
法

第
８

６
条

第
２

項
適

用
）

 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
等

に
関

す
る

意
見

照
会

書
 第

 
 

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
請

求
が

あ

っ
た

の
で

、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
う

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

 
 

当
該

保
有

個
人

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

つ
き

御
意

見
が

あ
る

と
き

は
、

「
保

有
個

人
情

報

の
開

示
決

定
等

に
関

す
る

意
見

書
」

に
よ

り
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
と

き
は

、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し

て
取

り
扱

い
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

第
８

６
条

第
２

項
第

１

号
又

は
第

２
号

の
規

定
の

適

用
区

分
及

び
そ

の
理

由
 

（
適

用
区

分
）

 
 
☐

第
１

号
 

 
☐

第
２

号
 

（
適

用
理

由
）

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

に
含

ま
れ

て
い

る
 

 
 

 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の

内
容

 

 

意
見

書
の

提
出

先
（

担
当

課

所
）

 

 電
話

番
号

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日
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様
式

第
１

１
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
等

に
関

す
る

意
見

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
（

宛
先

）
 

 
 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
団

体
の

名
称

及
び

代
表

者
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

 
 

 
（

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
 

 
 

第
 

 
 

号
で

照
会

の
あ

っ
た

件
に

つ
い

て
、

次

の
と

お
り

回
答

し
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

に
関

し
て

の
御

意
見

 
☐

保
有

個
人

情
報

を
開

示
さ

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

支
障

は
な

い
。

 

☐
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障

が
あ

る
。

 

(1) 支
障

（
不

利
益

）
が

あ
る

部
分

 

  (2) 支
障

（
不

利
益

）
が

あ
る

具
体

的
な

理
由

 

  

連
絡

先
 

 

   

□
内

は
、

該
当

す
る

箇
所

に
レ

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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様
式

第
１

２
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

に
係

る
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
  

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
  

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
 

 
第

 
 

 
号

で
照

会
し

た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
開

示
す

る

こ
と

を
決

定
し

ま
し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
６
条

第
３
項
 

 
 

 
第

１
０
７

条
第
１
項

に
お

い
  

 
 

て
準

用
す
る
同

法
第

８
６
条
第
３

項
 の

規
定

に
よ

り
通
知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
 

 

開
示

す
る

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

 
１

 
審

査
請

求
に

つ
い

て
 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
１

３
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

（
宛

先
）

 

 
 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 住
所

又
は

居
所

 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

（
 

 
 

）
 

 
 

 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
 

 
第

 
 

 
号

で
通

知
の

あ
っ

た
開

示
決

定
に

つ
い

て
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
７

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

の
実

施
の

方
法

等
を

申
し

出
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

日

時
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
 

 
時

 

求
め

る
開

示
の

実
施

の
方

法
 

  

（
写

し
の

送
付

を
希

望
す

る

場
合

）
 

同
封

す
る

郵
便

切
手

の
額

 
 

 
 

円
 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

開
示

決
定

の
通

知

の
あ

っ
た

日
（

開
示

決
定

通

知
書

を
受

領
し

た
日

）
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

備
考

 
 

（
注

）
１

 
「

求
め

る
開

示
の

実
施

の
方

法
」

の
欄

は
、

開
示

決
定

通
知

書
に

記
載

さ
れ

た
求

 

 
 

 
 

め
る

こ
と

が
で

き
る

開
示

の
実

施
の

方
法

の
う

ち
か

ら
選

択
し

、
記

入
し

て
く

だ
さ

 

 
 

 
 

い
。
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２

 
開

示
決

定
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
一

部
に

つ
い

て
開

示
の

実
施

を
希

望
す

る

場
合

は
、

備
考

欄
に

そ
の

旨
及

び
当

該
部

分
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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様
式

第
１

４
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

（
宛

先
）

 

 
 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 住
所

又
は

居
所

 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

（
 

 
 

）
 

 
 

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
０

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

保
有

個

人
情

報
の

訂
正

を
請

求
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

の
開

示
を

受
け

た
日

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

を
特

定
す

る
に

足
り

る

事
項

 

（
開

示
決

定
通

知
書

の
番

号
）

 
 

 
第

 
 

 
号

 

（
日

付
）

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
開

示
決

定
に

基
づ

き
開

示
を

受
け

た
保

有
個

人
情

報
）

 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

（
注

）
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
は

、
次

の
欄

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

代
理

人
の

種
別

 

 
☐

法
定

代
理

人
 

☐
任

意
代

理
人

 

本
人

の

状
況

等
 

（
ふ

り
が

な
）

 

本
人

の
氏

名
 

  

 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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本

人
の

生
年

月
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

生
 

本
人

の
住

所
又

は

居
所

及
び

連
絡

先
 

  電
話

 
 

 
（

 
 

 
）

 

本
人

の
状

況
 

☐
未

成
年

者
 

☐
成

年
被

後
見

人
 

☐
任

意
代

理
人

委
任

者
 

（
注

）
次

の
欄

は
実

施
機

関
が

記
入

し
ま

す
の

で
、

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

請
求

者
本

人
確

認
書

類
 

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

は
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
 

☐
運

転
免

許
証

 
☐

健
康

保
険

被
保

険
者

証
 

 

☐
個

人
番

号
カ

ー
ド

 
☐

在
留

カ
ー

ド
 
☐

特
別

永
住

者
証

明

書
 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

の
請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
戸

籍
謄

本
 
☐

登
記

事
項

証
明

書
 

 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

の
請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
委

任
状

（
次

の
書

類
の

添
付

を
求

め
る

こ
と

。
）

 

 
□

委
任

状
に

押
印

さ
れ

た
委

任
者

の
実

印
の

印
鑑

登
録

証
明

書
 

 
□

本
人

の
運

転
免

許
証

の
写

し
 

 
□

本
人

の
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
写

し
 

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

（
注

）
代

理
人

に
よ

る
請

求
の

場
合

、
別

途
本

人
に

確
認

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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様
式

第
１

５
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
訂

正
す

る
こ

と
と

決
定

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

決
定

内
容

及
び

理
由

 
（

内
容

）
 

 （
理

由
）

 

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
１

６
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
訂

正
し

な
い

こ
と

と
決

定
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

訂
正

を
し

な
い

理
由

 
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
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た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
１

７
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

間
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

４
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
訂

正
決

定
等

の
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

延
長

前
の

期
間

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

か
ら

 

（
 

 
日

間
）

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

か
ら

 

（
 

 
日

間
）

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
ま

で
 

延
長

す
る

理
由

 
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
１

８
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

間
特

例
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
訂

正
決

定
等

の
期

限
を

次
の

と
お

り
と

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
（

訂

正
決

定
等

の
期

限
の

特
例

）

を
適

用
す

る
理

由
 

 

訂
正

決
定

等
を

す
る

期
限

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
１

９
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

移
送

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
６

条
第

１
項

前
段

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
移

送
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

訂
正

請
求

者
氏

名
等

 
氏

名
：

 

住
所

又
は

居
所
：

 

連
絡

先
：

 

法
定

代
理

人
又

は
任

意
代

理
人

に
よ

る
訂

正
請

求
の

場
合

 

本
人

の
状

況
 
☐
未

成
年

者
 

☐
成

年
被

後
見

人
 

☐
任

意
代

理
人

委
任

者
 

本
人

の
氏

名
：

 

本
人

の
住

所
又
は

居
所

：
 

本
人

の
生

年
月

日
：

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 

添
付

資
料

 
・

訂
正

請
求

書
 

・
移

送
前

に
行

っ
た

行
為

の
概

要
記

録
 

・
 

・
 

備
考
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様
式

第
２

０
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

移
送

通
知

書
 第

 
 

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
６

条
第

１
項

後
段

の
規

定
に

よ
り

、

次
の

と
お

り
移

送
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

 

（
連

絡
先

）
 

担
当

課
所

名
：

 

担
当

名
：

 

所
在

地
：

 

電
話

番
号
：

 

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
２

１
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

提
供

を
し

て
い

る
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

決
定

通
知

書
 第

 
 

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
２

条
の

規
定

に
よ

り
訂

正
を

し
た

の
で

、
同

法
第

９
７

条
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人

情
報

 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等
保

有

個
人

情
報

を
特

定
す

る
た

め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
す

る
内

容
及

び

理
由

 

（
内

容
）

 

 （
理

由
）

 

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
２

２
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

請
求

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
（

宛
先

）
 

 
 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 住
所

又
は

居
所

 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

（
 

 
 

）
 

 
 

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

保
有

個

人
情

報
の

利
用

停
止

を
請

求
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
開

示
を

受
け

た

日
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

を
特

定
す

る
に

足

り
る

事
項

 

（
開

示
決

定
通

知
書

の
番

号
）

 
 

 
第

 
 

 
号

 

（
日

付
）

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
開

示
決

定
に

基
づ

き
開

示
を

受
け

た
保

有
個

人
情

報
）

 

 

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

☐
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

８
条

第
１

項
 

 
第

１
号

該
当

 
→

 
☐

利
用

の
停

止
 
☐

消
去

 

☐
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

８
条

第
１

項
 

 
第

２
号

該
当

 
→

 
提

供
の

停
止

 

（
理

由
）

 

 

（
注

）
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合
は

、
次

の
欄

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

代
理

人
の

種
別

 
☐
法

定
代

理
人

 

☐
任

意
代

理
人

 

 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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本
人

の

状
況

等
 

（
ふ

り
が

な
）

 

本
人

の
氏

名
 

 

本
人

の
生

年
月

日
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 

本
人

の
住

所
又

は

居
所

及
び

連
絡

先
 

  電
話

 
 

 
（

 
 

 
）

 

本
人

の
状

況
 

☐
未

成
年

者
 

☐
成

年
被

後
見

人
 

☐
任

意
代

理
人

委
任

者
 

（
注

）
次

の
欄

は
実

施
機

関
が

記
入

し
ま

す
の

で
、

記
載

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

請
求

者
本

人
確

認

書
類

 
代

理
人

が
請

求
す

る
場

合

は
代

理
人

の
本

人
確

認
書

類
 

☐
運

転
免

許
証

 
☐

健
康

保
険

被
保

険
者

証
 

 

☐
個

人
番

号
カ

ー
ド

 
☐

在
留

カ
ー

ド
 
☐

特
別

永
住

者
証

明
書

 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

法
定

代
理

人
が

請

求
す

る
場

合
の

請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
戸

籍
謄

本
 
☐

登
記

事
項

証
明

書
 

 

☐
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

任
意

代
理

人
が

請

求
す

る
場

合
の

請

求
資

格
確

認
書

類
 

☐
委

任
状

（
次

の
書

類
の

添
付

を
求

め
る

こ
と

。
）

 

 
□

委
任

状
に

押
印

さ
れ

た
委

任
者

の
実

印
の

印
鑑

登
録

証
明

書
 

 
□

本
人

の
運

転
免

許
証

の
写

し
 

 
□

本
人

の
個

人
番

号
カ

ー
ド

の
写

し
 

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

（
注

）
代

理
人

に
よ

る
請

求
の

場
合

、
別

途
本

人
に

確
認

を
行

う
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

該
当

す
る

箇
所

の
□

内
に

レ
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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様
式

第
２

３
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

す
る

こ
と

と
決

定
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

 

 

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

決
定

を
す

る
内

容

及
び

理
由

 

（
内

容
）

 

 （
理

由
）

 

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
２

４
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

し
な

い
こ

と
と

決
定

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い

理
由

 
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考

 
 

 

教
示

 

１
 

審
査

請
求

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月

以
内

に
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
と

き
は

、
審

査
請

求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
 

２
 

取
消

訴
訟

に
つ

い
て

 

 
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
以

内
に

、
埼

玉
県

を
被

告
と

し
て

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

こ
の

場
合

、
当

該
訴

訟
に

お
い

て
埼

玉
県

を
代

表
す

る
者

は
、

埼
玉

県
教

育
委

員
会

で
す

。
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た
だ

し
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

１
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
は

、
当

該
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

（
１

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

は
、

当
該

審
査

請
求

に

対
す

る
裁

決
の

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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様
式

第
２

５
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

間
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
決

定
等

の
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

 

 

延
長

前
の

期
間

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
か

ら
 

（
 

 
 

日
間

）
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 
か

ら
 

（
 

 
 

日
間

）
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

ま
で

 

延
長

す
る

理
由

 
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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様
式

第
２

６
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

間
特

例
延

長
通

知
書

 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
利

用
停

止
決

定
等

の
期

限
を

次
の

と
お

り
と

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る

法
律

第
１

０
３

条
の

規
定

（
利

用
停

止
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る
理

由
 

 

利
用

停
止

決
定

等
を

す
る

期

限
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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 様
式

第
２

７
号

（
第

１
４

条
関

係
）

 

埼
玉

県
個

人
情

報
保

護
審

査
会

諮
問

通
知

書
 

第
 

 
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

対
す

る
審

査
請

求
に

つ
い

て
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

５
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

条
第

１
項

の

規
定

に
よ

り
埼

玉
県

個
人

情
報

保
護

審
査

会
に

諮
問

し
た

の
で

、
同

条
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

決
定

等
に

係
る

保
有

個

人
情

報
 

 

審
査

請
求

の
内

容
 

 

審
査

請
求

が
あ

っ
た

日
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

諮
問

を
し

た
日

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

担
当

課
所

 
 電

話
番

号
 

備
考
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